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「千葉県コンプライアンス推進計画（令和６年度）」の実施状況とりまとめ 

取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

２ コンプライアンス推進組織の取組 

（１）千葉県コンプライアンス委員会 職員倫理をはじめとするコンプライアンス全般

について検証及び助言等を行う。 

委員会を４回開催し、県土整備部における不適

正事案に係る再発防止に向けた取組方針につい

て、意見・助言等を受けるともに、再発防止策の実

施状況について報告し、検証を受けた。 

また、同取組方針を踏まえたコンプライアンス推

進計画についても検証及び助言等を受けた。 

総務課 

（２）千葉県コンプラ

イアンス推進本部 

○本部会議 ○本部会議 

コンプライアンス委員会の助言を受けながら、

職員倫理をはじめとするコンプライアンス全般に

係る問題への対応、コンプライアンスの推進につ

いて、年間を通じて取り組む。また、内部統制制

度の推進についても年間を通じて取り組む。 
 

本部会議及びチームリーダー会議を各３回開催

し、県土整備部における不適正事案に係る再発防

止に向けた取組方針を策定するとともに、その実施

状況についても議論を行った。 

さらに、令和７年３月には、コンプライアンス推進

計画について、チームリーダー会議において検討

し、本部会議において決定した。 

 

 

 

 

総務課 

総務課 

○チームリーダー会議 

 

全庁及び各部局等内における職員倫理、内部

統制をはじめとするコンプライアンスに関する具

体的な取組、問題等を横断的に検証するととも

に、各部局等内推進チームを通じて、当該検証結

果を庁内で情報共有し、各部局等における主体

的な取組を促進する。 

○各部局等内推進チー

ム 

チームリーダー会議の指揮の下、本部会議で

決定された取組や指示事項等を各部局等内の各

所属に周知徹底するとともに、各所属における職

員倫理、内部統制をはじめとするコンプライアン

ス徹底のための主体的な取組を推進する。 

 

各部局内において、部局等内推進チーム会議や

グループ員会議等を活用してコンプライアンス基本

指針やコンプライアンス推進計画、 職員倫理条例

等について周知するとともに、コンプライアンスの推

進に取り組んだ。 

また、コンプライアンス推進グループ員研修を受

講した上で職員の倫理保持や事務ミス防止に向け

た職場内研修を実施するとともに、各所属における

コンプライアンスの推進に取り組んだ。 

【企業局】 

企業局コンプライアンス推進本部（各部局等内推

進チーム）で、不祥事や事務ミス等を防止するため

の取組をまとめた「企業局コンプライアンス推進の

取組」を毎年度策定し、局内各所属でコンプライア

ンスに関する具体の取組を進めている。 

また、年３回開催する企業局コンプライアンス推

進本部会議での研修等により、コンプライアンス基

本指針や職員倫理条例など、職員倫理をはじめと

するコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、局

独自の内部統制制度における「企業局内部統制評

価報告書」について承認を行った。 

【病院局】 

局内における事務局長（コンプライアンス推進グ

ループ構成員）会議等において、事務ミスの未然防

止・再発防止への取組や個人情報管理、危機管理

等について、問題意識の共有化に向けて取り組ん

だ。 

また、病院で実際に発生した事務ミス案件に基

づき、全病院に注意喚起と再発防止策の徹底を周

知した。 

 

各部局 

○各部局等内推進グル

ープ 

各部局等内推進チームの指揮の下、各所属職

員に対し、コンプライアンス基本指針、職員倫理

条例、内部統制基本方針や内部通報制度等の周

知徹底を図るなど、職員倫理をはじめとするコン

プライアンスに関する具体的な取組を実行する。 

３ コンプライアンス推進事業の取組 

（１）基本指針等の県職員への周知 基本指針（特に「７つの行動規範」）や職員倫理

条例、内部統制基本方針等について、ホームペー

ジや職員研修等を通じて全職員への更なる周知

徹底を図る。 
 
 
 
 

①コンプライアンス推進グループ員研修や職務

別のコンプライアンス研修、グループ員による各職

場内研修の実施、及び②県庁内ホームページへの

コンプライアンス基本指針やコンプライアンス推進

計画、職員倫理条例及び規則、内部統制基本方

針、事務ミス発生防止対策等の掲載等を通じ、職

員に周知するとともに、適正な事務処理の確保に

取り組んだ。 

 

総務課 

 

（２）コンプライアンス推進組織の活動の強化 チームリーダー会議等を活用し、基本指針や

職員倫理条例、内部統制基本方針等の周知徹底

に取り組むとともに、各部局等における事務ミス

の発生防止対策やリスク対応策などの効果的な

取組について情報共有を行い、適正な事務処理

を確保するための組織的な取組を推進する。 

チームリーダー会議を３回開催し、内部統制評

価報告書や内部統制の運用について、全庁への

周知・情報提供を行った。 

総務課 

各部局 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（３）各所属における

コンプライアンス向

上の取組の促進 

 

①職場研修の実施 各所属において、コンプライアンス推進グルー

プ員を中心として、適正な事務処理の徹底などを

盛り込んだ職場研修を実施し、職員一人ひとりへ

のコンプライアンス意識の定着を図る。 

なお、研修においては、職種に応じてポイントを

絞った研修内容とするほか、分所や分室等を含

む全ての所属職員を対象に、可能な限り講義形

式で実施し、職員一人ひとりへのコンプライアンス

に関する意識の更なる浸透を図る。 

 

推進グループ員が中心となり、職員の倫理保持

に関する内容や「事務ミス未然防止・再発防止に向

けて」等を活用した職場内研修などを実施し、職員

の意識改革や重大な事故、不祥事に繋がる問題の

洗い出しや対策等に重点的に取り組んだ。 

総務課 

各所属 

②階層別セルフチェック

の実施 

全庁的に事務ミスが生じやすい事項を中心に、

個々の職員に必要な気づきを促すため、担当

者、班長、課長等の職責に応じて注意すべき内

容を記載した階層別チェックシートによる自己点

検を実施する。 

 

 

 

階層別セルフチェックの実施 

決裁における確認ルールの徹底や事務ミスが生

じやすい事項を中心に、職責に応じたチェックシー

トによるセルフチェック（階層別セルフチェック）を２

回実施（令和６年７月、令和７年３月）し、事務ミス

の発生リスクに対する職員の気づきや意識改革な

ど、事務ミス防止対策に取り組んだ。 

総務課 

各所属 

③コンプライアンス推進

強化月間の設定 

コンプライアンス推進強化月間を設定し、コンプ

ライアンス推進グループ員に対する研修や階層

別セルフチェックの実施状況を踏まえ、所属にお

ける効果的な職場研修の実施や自己点検の実

施等により内部統制制度が有効に機能するよう

運用を推進する。 

なお、有効性の高い取組については、チームリ

ーダー会議等の場を通じて全庁的に共有するとと

もに、同種の業務を実施する機関等にも情報提

供を行う。 

令和６年８月から９月までを強化月間に位置づ

け、７月にコンプライアンス推進グループ員研修を

実施し、グループ員による職場内研修の実施のほ

か、階層別セルフチェックを実施した。 

さらに、推進強化月間中の各所属における取組

の取りまとめを行い、有効性の高い取組事例を各

所属に対して共有した。 

総務課 

各所属 

（４）内部統制の推

進 

① リスク対応策の整

備、内部統制の運用・

評価 

（ａ）ＰＤＣＡサイクルの確立 
Ｐ（Ｐｌａｎ） 内部統制３様式及び業務マニュア

ルの整備により、業務の執行に係る一連のプロ

セスを可視化し、業務上のリスクを把握するととも

にリスクの分析や評価を行い、リスク対応策を整

備することにより業務に内在する不正やミス等の

リスクの発現の未然防止に取り組む。 
Ｄ（Ｄｏ） 内部統制３様式及び業務マニュアル

の内容を実践し、日常の業務（決裁やその他の

自己点検等）を通じて内部統制が有効に機能して

いることを継続的に評価しつつ、内部統制を運用

する。 
Ｃ（Ｃｈｅｃｋ） 内部統制の評価は、各所属によ

る日常的モニタリング及び総務課による独立的評

価により行う。 
Ａ（Ａｃｔｉｏｎ） 評価により発見された内部統制

の不備について、適切に改善・是正を図る。 
これらの取組により、ＰＤＣＡサイクルの確立を

図る。 
（ｂ）組織的な改善・是正が必要なリスクへの対応 
  内部統制の評価結果を分析し、確認・点検作

業におけるデジタル技術の活用を進めるなど、効

率的なチェック体制等を確立する等により、組織

的な改善・是正が必要なリスクへの対応を計画的

に取り組む。 
（ｃ）内部統制に関する情報の適時・適切な伝達 

不適切な事項（基本指針に定める７つの行動

規範に違反する事項、不適正な事 
務処理及び監査・会計検査における指摘等。

過年度分を含む。）や事務ミスの発生など、内部

統制に関する重要な情報が、適時かつ適切に伝

達される仕組みを整備する。 

（ア） リスク対応策の整備、内部統制の運用・評価

（ＰＤＣＡサイクルの確立） 

「内部統制基本方針」（令和３年６月改定）に基づ

き、財務に関する事務について内部統制３様式（作

業一覧表、業務全体フロー図、リスク評価シート）

及び業務マニュアルを整備することにより、業務の

執行に係る一連のプロセスを可視化し、業務上の

リスクを把握するとともにリスクの分析や評価を行

い、リスク対応策を整備することにより不適正な事

務処理の未然防止に取り組んだ。 

また、各所属における自己点検・自己評価を適

切に実施するため、監査委員の定期監査、国の会

計検査及び出納局の会計検査における指摘等に

ついて、内部統制の運用上の不備と取り扱い、指

摘等があった場合は、適宜、適切に改善を図るとと

もに、自己評価シートに結果を記載するよう通知し

た。 

 

【企業局】 

「企業局内部統制基本方針」に基づき、財務に関

する事務について、知事部局に準じて実施した。 

また、評価については、PDCA サイクルによる着

実な推進を図るため、局コンプライアンス推進本部

会議で承認し、局全体での取組状況や問題事案等

の情報共有を図り、次年度以降の取組に反映させ

ることにより不適正な事務処理の未然防止に取り

組んだ。 

 

 

総務課 

企業局 

各所属 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（４）内部統制の推

進 

②モニタリングの実施 

（ａ）監察の実施 各所属のコンプライアンスの徹底を図るため、

監察を実施し、Ⅰ組織運営上の問題の把握、Ⅱ

不適正経理の再発防止、Ⅲ職務の執行体制、業

務マネジメントの検証、Ⅳ職員倫理の保持に関す

る取組状況の検証等を行う。 

【総務課】 

令和６年度は、内部統制における「独立的評価」

として組織運営上の問題及び内部統制の浸透の

程度等を確認するとともに、預金通帳や公印の管

理状況等も聴取及び現物確認する形で、３５所属

を対象に監察を実施した。 

【企業局】 

企業局内部統制評価部局が、令和６年度企業局

会計検査結果や各所属が作成した内部統制自己

評価結果の確認を行った。 

【病院局】 

病院局内部統制評価部局が、令和６年度病院局

会計検査結果や各所属が作成した内部統制自己

評価結果の確認を行った。 

 

総務課 

企業局 

病院局 

重大なコンプライアンス違反事案が発生した場

合には、コンプライアンス委員会の助言を得なが

ら、特別監察を実施する。 

 

【総務課】 

令和５年度に重大なコンプライアンス違反が相

次いで発生した１所属に対して実施した特別監察

のアフターケアを行い、当該所属から提出された取

組状況報告書に記載された各取組が継続して適切

に実施されていることを確認した。 

【企業局】 

内部統制の重大な不備となる可能性のある事例

が発生したことから、関係する１所属に対し特別監

査を実施した。 

【病院局】 

令和６年度は実施していないが、重大なコンプライ

アンス違反事案が発生した場合には、 特別監察

を実施する。 

総務課 

企業局 

病院局 

（ｂ）効果的な会計検査

の実施 

平成２２年度から実施している実地検査の結

果、職員の意識改革や物品の調達制度をはじめ

とする各種再発防止策の徹底が図られている。 

本年度においても、改善事項の多い所属に対

する検査を重点的に実施するとともに、検査項目

や着眼点等を精査し、引き続き効果的な検査を

実施していく。 

【下水道課】 

令和６年度は１１月に、下水道課及び出先機関３所

属への会計検査を実施した。 

【出納局】 

令和６年度は、２２０所属に対し重点的な実地検

査を行った。 

検査に当たっては、効果的な検査を実施するた

め、検査員に対し検査項目や部局別の着眼点等を

学ぶ研修を実施するとともに、これまでの検査で指

導事項の多い項目等を重点的に確認し検査を行っ

た。 

（重点事項） 

・現金の収納・保管 

・適正な時期の支出負担行為伝票や支出命令の

起票・決裁 

【企業局】 

令和６年度は９月から１２月にかけて、本局６所

属及び出先機関１２所属への会計検査を実施し

た。 

検査の結果、指摘事項及び指導事項が多く認め

られた所属に対してヒアリングを実施するとともに、

指摘事項及び指導事項について、副課長及び出先

機関次長に対する報告会を開催し、検査結果の情

報共有を行った。 

【病院局】 

令和６年度は１０月から１２月及び２月から３月に

かけて、各病院（５病院）に対し会計検査を実施し

た。 

下水道課 

出納局 

企業局 

病院局 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（４）内部統制の推

進 

③財務事務の適正化 

（ａ）物品集中調達の実

施 

平成２２年度から管財課を物品等の集中調達

機関としており、各所属で使用する共通消耗品に

ついて、引き続き管財課において一括発注する。 
また、共通消耗品以外にあっても、消耗品は予

定価格１０万円以上、備品・印刷製本は５０万円

以上の案件について、各所属からの依頼に基づ

き管財課で契約の相手方を決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

【管財課】 

令和６年度は、共通消耗品（２０３品目）につい

て、管財課で契約の相手方を決定し、各所属から

の請求に基づき一括発注している。 

また、共通消耗品以外については、消耗品は予

定価格が１０万円以上、備品・印刷は予定価格が５

０万円以上の場合に各所属からの購入依頼に基づ

き、管財課でオープンカウンター又は一般競争入

札により契約の相手方を決定している。 

【企業局】 

令和６年度は、集中管理物品（備品１２品目、消

耗品１６３品目、印刷物１５品目）について、経理課

で各所属からの請求を取りまとめ、財務課で一括

発注している。なお、契約の相手方は経理課で決

定している。 

また、集中管理物品以外の備品、消耗品及び印

刷製本は、予定価格１０万円以上の案件につい

て、原則、経理課において契約の相手方を決定し

ている。 

管財課 

企業局 

（ｂ）ちば電子調達シス

テムによる物品の調達 

ちば電子調達システムによる共通消耗品請求

及び購入依頼時に、担当者以外の職員が承認の

上、請求・依頼をすることにより不正な物品調達

の防止を図る。 
 

共通消耗品の請求及び物品購入依頼に際し、平

成２３年度から導入した「ちば電子調達システム」に

おいて、担当者が入力した後、所属承認者の承認

を受けなければ請求・購入依頼できないようチェッ

ク機能の強化を図っている。 

管財課 

（ｃ）財務情報システム

による出納事務及び情

報の公表 

備品購入時に備品情報のシステム登録を必須

とする機能や、日付を遡った支出負担行為伝票

等の起票を制限する機能により、不適正な経理

事務の防止を図る。 
また、会計制度の透明性を確保するため、イン

ターネットによる支出状況の公表を引き続き実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【管財課】 

平成２７年度から「物品管理システム」を稼働し、

備品購入時のシステムへの登録を必須とするな

ど、物品の適正な管理の徹底を図っている。 

【下水道課】 

会計制度の透明性を推進するため、「千葉県流

域下水道事業支出情報公表実施要綱」に基づき、

県ホームページへの支出情報の公表を実施した。 

【出納局】 

備品購入時に備品情報のシステム登録を必須と

する機能や、日付を遡った支出負担行為伝票等の

起票を制限する機能により、不適正な経理事務の

防止を図った。 

また、会計制度の透明性を推進するため、「千葉

県支出情報公表実施要綱」に基づき、県ホームペ

ージへの支出情報の公表を実施した。 

【企業局】 

会計制度の透明性を推進するため、「千葉県企

業局支出情報公表実施要綱」に基づき、県ホーム

ページへの支出情報の公表を実施した。 

【病院局】 

会計制度の透明性を推進するため、「千葉県病院

局支出情報公表実施要綱」に基づき、県ホームペ

ージへの支出情報の公表を実施した。 

管財課 

下水道課 

出納局 

企業局 

病院局 

（ｄ）支払い遅延の防止 財務情報システムの照会画面において、いつ

でも支出事務の進捗状況が把握できることを継

続的に周知し、活用を徹底することにより、支払

い遅延の防止を図る。 
また、県庁内ホームページのスケジュール機能

等の活用をはじめ、適正な経理処理を確保する

ための方策を引き続き幅広く検討する。 
 

財務情報システムでは、支出負担行為一覧や支

出命令一覧などの照会機能を活用することにより、

伝票が今、どのような状態にあるのかを確認でき、

支出事務について常に進捗状況を把握することが

可能である。 

この照会機能の活用促進を図るため、前年度に引

き続き、県庁内ホームページの「お知らせ（業務関

係）」機能を活用し、周知を行った。 

情報システム

課 

出納局 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（４）内部統制の推

進 

④公社等外郭団体にお

ける財務事務の適正な

執行の確保 

県の内部統制制度の取組を情報提供し、各団体

においても内部統制体制の導入その他の取組を促

すことにより、公社等外郭団体における財務事務

の適正な執行を確保する。 

県に事務局を置く団体に関しては、総務課にお

いて、特別監察の一環として、会計状況、事務を担

う職員等の指導を行うこととしているが、令和６年

度は、特に指導を行う必要のある団体が認められ

なかったため、特別監察は実施しなかった。 

公社等外郭団体所管部等において、所掌する団

体に対し、理事会等を通じて経理・運営状況、決算

の状況等を把握するとともに、適正な経理処理、コ

ンプライアンスの遵守について指導を行った。 

総務課 

関係部局 

⑤預金通帳等の管理

の適正化 

各所属において管理する預金通帳等について

は、「預金通帳等の適正管理に関する要綱」に基

づき、通帳等の所在や資金の性質等を組織とし

て把握する等、適正な管理を徹底する。（各所属） 

また、各所属における預金通帳等の管理状況

について、必要に応じて監察等を実施することで

確認を行う（関係部局・総務課）。 

【総務課、各所属】 

各所属における預金通帳等の適正な管理につ

いて指導を行うとともに、各所属においても管理す

る預金通帳等について、通帳等の所在や資金の性

質等を組織として把握するなど、適正な管理の徹

底を図った。 

【病院局】 

各所属における預金通帳等の管理について指

導を行うなど、適正な管理の徹底を図った。 

総務課 

各所属 

関係部局 

（５）公共工事におけ

る事務手続きの適

正化（内部統制制度

によるリスク管理の

強化） 

①繰越手続きもれ工事

問題の再発防止に向け

た対応 

各所属においてチェックリストを作成し工事の

進捗状況等の情報を共有するとともに、「公共事

業進行管理調整会議」等において、工事発注後

の進捗状況の把握や、工事遅延の恐れがある案

件の抽出とその対応等について協議し、事業の

適正な進行管理を行っている。今後とも同会議等

を活用しながら問題の再発防止を図っていく。 

【農林水産部】 

適正な進行管理や課題対策等にかかる検討や

調整を図るため、５月に前年度からの繰越状況の

確認及び上半期の執行目標を定め、１１月に執行

状況及び今後の執行見通しについて確認・検討等

を行った。第３四半期までの執行状況及び翌年度

への繰越見込みについては、年明け以降の鳥イン

フルエンザ防疫対応で業務多忙となったことから、

対面開催によらず書面開催にて確認・検討等を行

った。 

【県土整備部】 

公共事業進行管理調整会議等を３回開催し、各

出先機関の契約状況や早期発注に向けた取組に

ついて意見交換を行い、公共事業の適正な進行管

理と繰越額の縮減等の取組を行っている。また、繰

越手続き漏れ工事の再発防止のため、繰越手続き

の徹底を図った。 

 

農林水産部 

県土整備部 

（５）公共工事におけ

る事務手続きの適

正化（内部統制制度

によるリスク管理の

強化） 

 

②建設工事等入札・契

約事務の適正な運営 

入札情報に係る守秘義務の保持の徹底、業者

選定に係る透明性と公平性の徹底等により、建

設工事等指名業者選定審査会の適正な運営を

確保するとともに、入札・契約過程及び契約内容

について入札監視委員会による審議の充実に努

める。 

特に県土整備部においては、ファイル共有シス

テムの使用に当たり、機密性の高い電子情報の

取扱いについて、フォルダ毎に扱う情報の内容や

アクセス可能な者等を所属長が適切に把握する

等の運用方針を定めるとともに、運用方針に従っ

た取扱いをしているかチェックする仕組みを構築

する。 

【農林水産部】 

建設工事等指名業者選定審査会や建設工事等

入札参加資格委員会の適正な運営により、建設工

事等入札・契約事務の適正な運営に努めた。 

【県土整備部】 

令和５年度に発生した県土整備部における不適

正事案を受け、情報管理体制の強化などを目的と

した組織改正を行い、各事務所で実施していた入

札関連事務の一部を本庁に集約したことを踏まえ、

「千葉県建設工事等指名業者選定審査会規程」を

見直し、集約対象案件を所掌する「建設・不動産業

課部会」を新設した。 

入札監視委員会において、年２回の定例会議に

おいては、対象期間中の入札・契約案件から各５

件を抽出し、過程等について外部委員により審議

が行われた。 

・第１回定例会議（１０月２８日）・・・令和５年度下半

期を対象に審議 

・第２回定例会議（３月６日）・・・令和６年度上半期

を対象に審議 

平成２９年度の官製談合防止法違反事件を踏ま

え、職員以外の者が執務室に入室する際には受付

簿を記載するなどのルール化や、事務所レイアウト

の見直し等による動線制限など、利害関係者と職

員との適切な関係を確保していくための応接ルー

ルを試行している。 

県土整備部において、ファイル共有システムの使

用ルールの周知を行ったほか、部内での機密性の

高い電子情報の取扱いに係る運用方針を令和７年

３月に定め、部内に通知した。 

 

農林水産部 

県土整備部 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（５）公共工事におけ

る事務手続きの適

正化（内部統制制度

によるリスク管理の

強化） 

 

③入札・契約における

不正・事務誤りの防止 

下記の施策等を通じ、入札における不正防止

を推進する。 

・最低制限価格等の類推を可能とする書類の

執行伺いへの添付の禁止 

・入札前の技術評価点の漏えいを防止する総

合評価方式同時提出型の実施 

・入札参加者資格確認書類等の提出を原則イ

ンターネット経由とする電子入札システム活用

促進 

・入札を中止する場合の合意形成や詳細な理

由の報告 

また、下記の施策等を通じ、入札における事務

誤りを防止する。 

・ＡＩ技術を活用した「設計図書整合性チェックシ

ステム」の試行導入（令和４年度） 

以下の施策等を通じて、公正公平な入札契約制

度の推進を図った。 

・最低制限価格等の類推を可能とする書類の執行

伺いへの添付の禁止、 

・入札参加者資格確認書類等の提出を原則インタ

ーネット経由とする電子入札システム活用促進、 

・入札を中止する場合の合意形成や詳細な理由の

報告 

・適用下限額を設計金額２千万円に引き下げ、不

良・不適格業者の排除や地域産業の育成を図る

ための必要な条件の設定や、事務負担の軽減を

図り、一般競争入札を拡大することとし、令和７年

１月１日から試行し、令和８年度から本格実施す

る。 

・他団体の事例を参考に、適切な制度となるよう検

討中。 

・工事の技術的難易度に応じた総合評価方式の審

査事務や、各事務所で実施していた入札関連事

務の一部を本庁に集約することとし、建設・不動

産業課に「入札・技術審査担当課長」を配置する

とともに「技術審査室」及び「入札契約室」を新設

する。 

・千葉県が発注する工事等に関して、入札・契約手

続きに係る不正行為に関する措置要件に該当し

た場合は、令和６年１１月５日から、原則として、

長期を指名停止期間とする。 

 

県土整備部 

④ 入札・契約制度の

改 

下記の施策等を通じ、入札・契約制度の改善を

行う。 

・建設工事に係る一般競争入札の拡大（令和６

年度から試行）。 

・入札・契約結果の一覧表の県ホームページで

の公表。 

・令和７年度中は、一般競争入札の拡大の対象と

なった工事のうち半数以上の工事について、一般

競争入札により発注するものとする。 

・入札・契約結果を一覧表にまとめて、令和６年１１

月５日に県ホームページで公表。 

県土整備部 

（６）情報管理・公印

の適正管理の徹底 

① 個人情報の保護 職員が、個人情報の保護に関する意識を高

め、個人情報を適正に取り扱うため、必要な研修

を実施し、定期的な自己点検を行う等、個人情報

の安全管理のために必要な措置をとる。 

・個人情報保護制度の運用上の留意点等に関する

研修や、個人情報等に係る書面監査や実地監

査などを実施することにより、個人情報の適正な

取扱いに関する意識醸成に努めた。 

審査情報課 

 

② 情報セキュリティ対

策 

職員が情報セキュリティに関する意識を持ち、

情報資産を適正に取り扱うため、情報セキュリテ

ィポリシー等の周知を図るとともに、定期的な監

査・自己点検を実施する等、情報セキュリティの

向上を図る。 

全職員向けや職務階層別等の研修を実施し、ま

た標的型攻撃メール訓練を実施することで、職員

の情報セキュリティ意識の向上を図った。 

・全職員向け情報セキュリティ対策研修  

参加者 10,194 名 

・リモートラーニングによるデジタル人材育成のた

めの基礎研修（セキュリティコース） 

参加者 10,811 名  

・情報セキュリティ担当者研修 参加者 677 名 

・システム担当者研修 参加者 438 名 

・新採職員研修 参加者 510 名 

・入庁５年目研修 参加者 515 名 

・主査級キャリアアップ研修 参加者 160 名 

・標的型攻撃メール訓練 対象者 3,000 名 

 さらに、所属及び情報システムに対する自己点検

及び監査を実施し、セキュリティポリシー遵守状況

に関する評価等を行った。 

・所属に対する監査  

書面監査：454 所属、実地監査：10 所属 

・情報システムに対する実地監査 7 システム 

 

デジタル推進

課 

  



- 7 - 

取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（６）情報管理・公印

の適正管理の徹底 

③ 公印の適正な管理 各所属において管守する公印については、施

錠できる場所に保管し、公印の使用確認、押印作

業の監督、公印の使用状況を管理する等、適正

な管理を徹底する（各所属）。 

また、各所属における公印の管理状況につい

て、監察等の機会を通じて確認を行う。 

各所属において看守する公印については、施錠

できる場所に保管し、公印の使用確認、押印作業

の監督、公印の使用状況を管理する等、適正な管

理を徹底した。 

【総務課】 

 監察の実施に当たり、監察対象各所属における

公印の管理状況について確認した。 

【企業局】 

 局内各所属で管理する公印について、施錠でき

る金庫に保管し、公印使用確認や押印作業の監

督、公印の使用状況を管理する等、適正な管理を

徹底した。 

 また、研修の機会を通じて、公印の適正な使用に

ついて周知徹底を図った。 

関係部局 

総務課 

（７）公務に対する県

民の信頼の確保 

① 職員倫理の保持の徹底 

（ａ）職員倫理条例に関

する研修の実施 

 

職務の執行にあたり、県民の疑惑や不信を招く

ような行為が生じないよう、コンプライアンス研修

や職場研修等において職員倫理条例等の周知を

図るとともに禁止行為の遵守の徹底を図る。 

また、職員が職員倫理条例等に関する必要な

知識を習得できるよう、全職員に対して、毎年度、

定期的に研修を実施する。 

なお、研修の実施に当たっては、県土整備部

における不適正事案を踏まえ、よりわかりやすく

具体的な内容の研修資料を作成する。 

 

【総務課】 

職務別のコンプライアンス研修や職場出前講座

等での研修を実施しているほか、庁内ホームペー

ジに、条例・規則のポイントまとめた教本、職員倫

理心得を掲載し、職員倫理条例等の周知を図って

いる。 

また、県土整備部における不適正事案に係る再

発防止策として、令和７年２月から全職員を対象に

したオンデマンド研修を実施した。 

研修資料については、職員倫理条例の背景にあ

る理念や制定の経緯を詳しく説明するとともに、業

務において条例・規則が適用される具体的な場面

や、懲戒処分が行われた場合の具体的影響を示

すことで、職員にとって分かりやすい内容とした。 

【企業局】 

 上記総務部総務課による取組に加え、企業局コ

ンプライアンス推進本部会議や研修等の機会を通

じて、職員倫理条例等の周知を行った。 

総務課 

各任命権者 

（ｂ）報告・届出等の徹

底 

 

事業者等との関係が適正であるかを確認する

とともに、職員の行動の透明性を確保し、もって

不祥事の防止を図るため、職員倫理条例等に基

づく報告・届出の徹底を図る。 

（ａ）に記載した取組のほか、庁内の会議で部課

長や所属長に対する周知を改めて行ったとともに、

提出時期に合わせ庁内ホームページに職員向け

のお知らせを掲出した。 

総務課 

（ｃ）利害関係者等への

周知 

物品・委託業者や建設・測量業者等、事業者や

業界団体に対しても、リーフレットの配布や業界

団体が主催する会議、ホームページ等を活用し

て、職員が利害関係者と接する際の禁止事項を

積極的に周知する。 

特に公共工事に係る入札・契約については、入

札・契約事務の相手方となる事業者等の事業者

団体を通じ、事業者等に対して職員倫理条例の

周知を図っていく。 

ホームページ等を活用する等して、事業者等に

対する周知を図った。 

また、職員倫理条例等に係る事業者等からの問

合せに対応し、禁止行為等の詳細について周知を

した。 

入札・契約事務の相手方となる事業者等の事業

者団体を通じ、事業者１０団体に対してリーフレット

の配布により職員倫理条例の周知を図った。（令和

７年３月） 

総務課 

県土整備部 

（ｄ）退職予定者への周

知 

退職者を介して職員が利害関係者と不適切な

関係を持つことの抑止を図るため、退職が予定さ

れる職員に対して、職員倫理条例に関する説明

を実施すること等により、注意喚起を図る。 

令和７年１月、令和７年度末に退職が予定される

職員に対して、職員倫理条例に関する説明を実施

し、注意喚起を図った。 

総務課 

（ｅ）相談窓口の設置 職員が制度を正確に理解し、不注意により職

員倫理条例等に違反するような状況を未然に防

止するとともに、条例遵守の意識を徹底させるた

め、総務部他（任命権者ごと）に相談窓口を設置

し実効性を確保する。 

総務課リスクマネジメント推進室等、任命権者ご

とに相談窓口を設置し、職員からの相談を受け付

けた。 

 

 

総務課 

各任命権者 

② 事業者との適切な関係性の確保 

（ａ）事業者等からの働

きかけを記録する制度

の導入 

職員に対する働きかけをけん制するとともに、

働きかけに組織的に対応するため、入札・契約・

許認可、補助金等の相手方からの不当な働きか

けを受けた場合、職員が記録し所属長に提出す

る制度を導入する。 

また、働きかけ記録制度の透明性を確保する

ため、働きかけの記録件数を県ホームページで

公表する。 

【総務課】 

外部の者からの働きかけを記録する制度につい

ては、令和７年３月からの運用を開始している。ま

た、運用開始と併せて、全職員を対象に、制度の

目的や事務の流れについて解説したオンデマンド

研修を実施している。 

働きかけの件数に加え、働きかけの概要を令和

７年度から公表する。 

【企業局】 

 令和７年３月から「外部の者からの働きかけを記

録する制度」の運用を開始した。 

 なお、働きかけの件数の県ホームページでの公

表は総務部総務課にて取りまとめの上、公表する

予定。 

 

総務課 

各任命権者 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（７）公務に対する県

民の信頼の確保 

（ｂ）夜間・休日における

事業者への連絡手段

の見直し 

夜間・休日における事業者等への連絡手段と

して、出先機関幹部職員が個人携帯電話を通じ

た事業者等からの働きかけを受けるリスクを低減

するため、公用携帯電話を導入する。 

出先機関の所属長及び出張所長に、災害対応

のために 各所属で所有する公用携帯電話を配付

済。 

所属長以外の出先機関幹部職員に対する公用

携帯電話の導入については令和７年度に実施予

定。 

県土整備部 

（８）コンプライアンス

研修等の充実（内部

統制の推進） 

①コンプライアンス推進

グループ員研修の実施 

所属職員の日常業務におけるコンプライアンス

意識の啓発や推進を図るため、各部局等内コン

プライアンス推進グループ員（本庁各課副課長・

出先機関次長等）を対象としたコンプライアンス研

修を実施する。 

なお、研修に当たっては、職員倫理の保持や

適正な事務処理の徹底などを盛り込んだ講義を

行うことにより、グループ員がコンプライアンス推

進強化月間等において実施する各所属での研修

をより実効性のあるものとする。 

コンプライアンスの意識付けや推進、職員倫理

の保持や適正な事務処理の徹底を図るため、各部

局等内コンプライアンス推進グループリーダー及び

グループ員を対象としたコンプライアンス研修（コン

プライアンス研修Ⅰ）を実施した。 

〔７月実施、参加者計２９４名〕 

 

総務課 

人事課 

各部局 

 ②職務別研修等におけ

るコンプライアンス研修

の実施 

人事課職員能力開発センターが行う職務別研

修等において、それぞれの職位に応じたコンプラ

イアンス研修を外部講師等により実施する。新任

所属長研修及び新任管理職研修ではリスクマネ

ジメントのための講義、班長級研修及び主査級キ

ャリアアップ研修ではコンプライアンス意識の再

確認や不適正な経理処理問題を風化させないた

めの講義、新規採用職員研修及び新規採用職員

基礎研修では千葉県コンプライアンス基本指針を

徹底させるための講義等を行うことにより、コンプ

ライアンスの「知識」だけでなく日常業務における

「意識付け」を図る。 

職務別研修等において、それぞれの職位に応じ

たコンプライアンス研修を実施した。 

〔参加者計２，２７０名〕 

・新規採用職員研修（４～１２月） 参加者５１０名 

・新規採用看護職員研修（４月） 参加者１２２名 

・入庁５年目研修（８～９月） 参加者５１５名 

・入庁１０年目研修（６～７月） 参加者４６６名 

・新規採用職員基礎研修（６～３月） 参加者６０名 

・主査級キャリアアップ研修（１０～１１月） 参加者

１６０名 

・班長級研修（５月） 参加者１７５名 

・新任管理職研修（５月） 参加者１９１名 

・新任所属長研修（７月） 参加者７１名 

総務課 

人事課 

 

③所属長コンプライアン

ス研修の実施 

所属を統括する立場にある所属長のコンプライ

アンス意識が、所属職員に多大な影響を与えてい

ることを踏まえ、所属長に対するコンプライアンス

意識の徹底を図るための研修を実施する。 

【総務課・人事課】 

・所属長（コンプライアンス研修Ⅱ）研修 

〔７月実施、参加者計２８６名〕 

【企業局】 

上記総務部総務課・人事課による取組のほか、

コンプライアンスの意識向上を目的に、企業局独自

で局所属長を対象としたコンプライアンス研修を実

施した。〔８月実施、参加者４７人〕 

総務課 

人事課 

企業局 

 

④ 内部統制に係る研

修の実施 

職員の内部統制への理解を深め、取組の推進

を図るため、研修を実施する。 

令和６年度の内部統制においても、前年度に引

き続き、全庁的な職員の内部統制に対する理解促

進のため、オンデマンド研修を実施した。 

〔９月～１０月実施、受講者７，０６０名〕 

総務課 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

 

⑤物品契約・財務会計

事務担当者研修の充

実強化 

物品契約事務担当者研修会及び財務会計事

務担当者研修（財務会計事務研修、出納局・課新

任職員研修等）について、コンプライアンスの徹

底や公務員倫理等の内容を加え、制度の正確な

理解や法令遵守意識の徹底等を図る。 

【管財課】 

入札・契約制度の見直しを含む物品・委託契約

事務の適正運用の周知に加え、コンプライアンスを

徹底するため、物品・委託契約及び物品管理事務

等担当者研修会を動画配信等により実施した。 

【出納局】 

財務会計事務に必要な知識の習得と実務能力

の向上に加え、コンプライアンスの徹底や公務員倫

理等の内容を加えた下記の研修を動画配信等によ

り実施した。 

〔令和６年度の実績 参加者計１，０８０名〕 

・出納局・課等新任職員研修（４月）参加者：１６名 

・財務会計事務基礎研修（４月）参加者：２４０名 

・出納職員実務研修（８月）参加者：１２名 

・財務会計事務実務研修（８月）参加者：４２９名 

・財務会計年度末事務研修（１月）参加者：３８３名 

【企業局】 

令和６年４月に実務担当者及び事務次長を対象

とした研修会を開催し、基本的な経理事務につい

て周知を徹底した。 

また、令和６年６月に物品等契約等担当者向け

の研修会を開催し、基本的な入札・契約事務につ

いて周知を徹底した。使用した研修資料は庁内ＨＰ

に掲載し、常に確認できるようにした。 

・会計事務担当者研修  参加者：４０名 

・入札・契約事務担当者研修会（物品等）  

  参加者：４９名 

【病院局】 

令和６年４月に会計事務及び契約事務習熟のた

め新任者等を対象とした研修を実施した。 

参加者：２６名 

なお、従来の研修で扱っていた内容を補完する

ため、資料の活用や個別の指導を強化することに

よって、入札・契約制度についての正確な理解や

法令遵守意識の徹底等を図った。 

管財課 

出納局 

企業局 

病院局 

 

⑥建設工事等の入札・

契約に関する研修の充

実強化 

建設工事等指名業者選定審査会（出先機関部

会）の適正な運営を確保するため、委員となる職

員を対象とした研修を実施し、法令遵守意識の徹

底を図る。 

また、契約等に関する法令遵守意識をさらに高

めるため、従来から実施している入札・契約事務

担当者を対象とした研修会や新たに発注機関の

幹部職員を対象とした研修会において、契約等に

関する法令遵守意識をさらに高めるため、官製談

合等防止法に関する研修を取り入れる。 

【県土整備部】 

（建設・不動産業課） 

○入札・契約事務担当者研修会 

オンデマンドによる研修を開催し、契約等に関す

る法令遵守意識の向上を図った。 

開催日：５月 参加者：１７８名 

○他課所管の研修会 

技術管理課が開催した「工務課長・主任研修」

「検査監研修」、道路整備課が開催した「道路建設

担当課長会議」、県土整備政策課が開催した「経理

事務担当者研修会」で、契約等に関する法令遵守

意識の向上を図った。 

開催日：５月（技術管理課、道路整備課）、９月

（県土整備政策課） 

○官製談合防止法及び独占禁止法に関する幹部

職員研修 

県の発注機関の幹部職員を対象とした官製談合

防止法及び独占禁止法に関する研修会をオンデマ

ンドで開催した。 

開催日：９～１０月 参加者：４０７名 

【企業局】 

令和６年６月に工事等契約等担当者向けの研修

会を開催し、基本的な契約事務について周知を徹

底した。使用した研修資料は庁内ＨＰに掲載し、常

に確認できるようにした。 

・入札・契約事務担当者研修会（工事等）  

  参加者：４２名 

県土整備部 

企業局 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（８）コンプライアンス

研修等の充実（内部

統制の推進） 

 

⑦国庫補助事業に係る

事務担当者研修の実

施 

国庫補助事業に係る事務担当者を対象とし

て、補助事業の内容、事務手続及び経理方法等

の実務研修を実施することによって、国庫補助事

業に係る制度の正確な理解や法令遵守意識の

徹底等を図る。 

【農林水産部】 

・環境保全型農業直接支払交付金担当者会議 

（４月実施 参加者７２名、 

１月実施 参加者 ４３名） 

・農業土木職員初任者研修 

（５月実施 参加者１２名） 

・土地改良事業計画担当者会議 

（７月実施 参加者６３名） 

・農地・農業用施設災害復旧事業研修会 

（６月実施 参加者９１名） 

・基盤整備関係次長会議 

（５月実施 参加者１９名 

８月実施 参加者１８名、 

１２月実施 参加者１７名、 

３月実施 参加者１９名） 

【県土整備部】 

【県土整備部】 

部局研修として、事務担当者向けに補助事業の

内容や法令遵守意識等を中心に実務研修を行っ

た。 

開催日：３月２７日～（オンデマンド配信） 

（アンケート回答者：２９名）  

農林水産部 

県土整備部 

⑧その他各種研修を通

じたコンプライアンス意

識の向上 

各部局等が実施する各種研修の場を利用し、

コンプライアンス意識の向上につながる内容の研

修を実施することにより、あらゆる場を活用したコ

ンプライアンスへの意識付けを図る。 

所属において、必要に応じて所属内研修や出前

講座を実施し、コンプライアンス意識の周知徹底を

図った。（コンプライアンス、個人情報保護など） 

【総務課】 

本庁４所属及び出先機関５所属、合計９所属に

対して、コンプライアンス全般をテーマに出前講座

を実施し、コンプライアンス意識の向上を図った。 

【県土整備部】 

県土整備部においては、高いリスク感覚を持ち

続けるための取組として部内職員全員を対象とし

たセルフチェックを令和７年３月に実施した。 

【企業局】 

コンプライアンスの意識醸成を図るため、所属長

や本局副課長・出先機関次長等、局内全職員を対

象としたコンプライアンス研修をそれぞれ実施し

た。 

また、その他にも企業局転入者職員研修や入

札・契約事務担当者研修などの機会を通じて職員

向けにコンプライアンスに関する研修を行った。 

【教育庁】 

教育庁では、教育庁転入職員研修会や給与事務

担当者研修会、新規採用者研修会等でコンプライ

アンスの研修を位置づけ、毎年行っている。 

各部局 

総務課 

（９）通報・相談制度

の運用 

 

①内部通報の受付・調

査実施 

常時通報を受け付け、受理した事案について

は徹底した調査を実施する。 

常時通報を受け付け、受理した事案については

適切な調査を実施している。 

総務課 

教育庁 

②内部通報制度の県

職員等への周知 

県庁組織内における内部牽制機能を十分に働

かせるため、県職員による不正行為や職場内に

おける問題の隠蔽等に対し、職場内での是正が

困難である場合には、積極的に内部通報制度を

活用するよう、制度の意義や通報者保護の重要

性、匿名通報が可能であることなどの周知を徹底

する。 

具体的には、ホームページや職員研修等によ

り実施するほか、各所属のコンプライアンス推進

グループ員を通じて、職員一人ひとりへの周知を

図る。 

なお、ホームページによる周知については、内

部通報相談窓口のホームページへのリンクを、庁

内ホームページのトップページに常時掲載する。 

さらに、物品・委託業者や建設・測量業者等、

県の事務執行に関わりのある事業者に対しても、

リーフレットの配布や業界団体が主催する会議等

を活用し、制度を積極的に周知する。 

内部通報制度の概要や要綱等について、ホーム

ページや各種研修、各所属のコンプライアンス推進

グループ員を通じて周知を図った。 

その他、内部通報の状況等についてホームページ

で公表した。 

総務課 

教育庁 
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取組項目 取組内容 実施状況 
主な実施所属 

（事務局） 

（９）通報・相談制度

の運用 

 

③内部通報外部調査

員による助言・検証 

内部通報については、内部通報外部調査員よ

り、適宜、調査の実施方法等について助言を得る

ほか、調査結果及び是正措置について検証を受

ける。 

内部通報外部調査員において、内部通報事案に係

る対応の検証を行った。 

総務課 

教育庁 

④入札・契約業務適正

化相談員の指定 

管財課及び建設・不動産業課の一定以上の職

にある者を「入札契約業務適正化総括相談員」

に、各部局等主管課の一定以上の職にある者を

「入札契約業務適正化部局相談員」に指定し、職

員から相談（法令違反につながる可能性がある

事案などを中心とし、単なる制度や手続きに関す

るものは除く）を受け、迅速・的確に助言・指導す

ることで、不祥事の未然防止を図る体制を整備す

る。 

また、相談員制度について研修やホームペー

ジ等により周知を図るとともに、職員からの相談

に適切に対応する体制を整備するために、入札

契約業務適正化相談員用のマニュアルを作成

し、適正な対応を確保する。 

 

入札・契約業務適正化相談員を指定し、適正な

入札・契約事務の執行に取り組んだ。 

総務課 

管財課 

建 設 ・ 不 動 産

業課 
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